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5月中旬号 大村市政だより (463号) 昭和41年 5月10日
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「世界の赤十字1
iー しみんなの赤十字J

5月は赤十字の月です。

みんなで力をあわせて不幸

な人々に、あたたかい手を

さしのべま しよ ろ。.昭和33年 4月22日第三種郵便物認可園毎月3回1日.10日.20日発行田定価1部5円
田発行所 大村市役所 国編集人総務課長森辰 男圃印刷所 隆文社印刷所

小鳥
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最近激減している野生

有益鳥類の増殖をはかり 戸、

野鳥を保護して市民が野 」

可F

鳥に親しめる場所をつく を
と

る目的で、大村公園一帯 し

一
が鳥獣保護区として指定

だくc されました。その区域は

大村市役所から国道34号 し、
、-'

線に沿って玖島川まで、
ぞJ.'

同所から海岸線に沿って ，選稿宅、挙必首長、

，、 事会A 湾 、迄

:争 -二〆 E :市E織議1正Iあでj袋品者三♂¥Vイd抗I 芯、I獅;、決樹; 
ミ;議品 、J 、、三I得' 、 手 、2唱

P、 匂 ι一宅
捧 ~1 持 渉--

玖島崎の突端をふくみ市

役所に至る線に固まれた

区域と竜神島一円の区域

(面積16ヘクタ ーノレ)で

す。このため、こ の地区

内に巣箱など25個を取り

つけましたので市民のみ

なさんも鳥を愛し、保護

するようにご協力くださ

し、。

なお、こ の保護区は昭

和51年 3月初日まで設置

されます。

回
目
・
〔
春
の
交
通
安
全

~

帳

¥

運

動

】

一
手
一

五
月
十
一
日
か

γ
H
L
ら
五
月
二
十
日
ま

~
民
「

で
、
春
の
全
国
交

r

市
戸

通
安
全
運
動
が
実

f
l
L
施
さ
れ
ま
す
。
こ

の
運
動
は
、
人
命
尊
重
の
見

地
か
ら
交
通
事
故
防
止
の
徹

底
と
く
に
歩
行
者
の
事
故
絶

滅
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
歩
行
者
、
運
転
者

運
転
者
の
雇
主
は
正
し
い
交

通
の
ル

ー
ル
を
実
践
し
習
慣

づ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
警
察

や
交
通
安
全
協
会
、
交
通
安

全
都
市
推
進
協
議
会
だ
け
で

な
く
、
市
民
全
体
予

一
致
協

力
、
全
力
あ
げ
て
推
進
し
な

け
れ
ば
大
き
な
効
果
を
期
待

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

毎
日
毎
日
発
生
す
る
悲
惨
な

交
通
事
故
を
み
ん
な
の
力
で

大
村
か
ら
一
掃
し
明
る
い
平

和
な
ま
ち
を
作
り
ま
し
ょ
う

重
点
目
標

マ
子
供
を
交
通
事
故
か
ら
守

る。

マ
飲
酒
無
免
許
運
転
は
絶
対

に
し
な
い
。



り大村市政だよ昭和33年 4月22日第三種郵便物認可昭和41年 5月10日
(2) 

山べ昭

事
業
別
計
画

③ 

家d

族寸
七d

割
給
付

国=を
保=芙

度二施

往
診
料
を
設
定
し
、
箕
島
地

区
の
往
診
料
を
軽
く
し
、
同

地
区
民
に
対
す
る
実
療
対
策

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
で
は
、
昭

和
四
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

家
族
七
割
給
付
を
実
施
し
、

療
養
給
付
の
改
善
が
一
段
と

進
ん
で
い
ま
す
。
昭
和
四
十

寸
寸
寸

一
互
年
度
予
算
で
は
、
国
庫
負
国
民
皆
年
金
を
推
進

担
率
四
割
実
施
、
事
務
費
の

l
=一=一一=一二==一三一

補

助

も

多

少

引

上

げ

ら

れ

ま

国

民

年

金

関

係

し
た
が
、
七
割
給
付
の
平
年
国
民
年
金
で
は
、
公
的
年

度
化
に
伴
な
い
、
給
付
予
算
金
制
度
か
ら
と
り
の
こ
さ
れ

も

一
億
三
千
万
円
と
大
型
の
た
農
山
漁
村
や
都
市
の
.
自
目
営

も
の
と
な
り
運
営
に
相
当
の
業
者
の
人
た
ち
に
年
金
を
支

困
難
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
給
し
、
生
活
を
保
障
し
よ
う

新
年
度
か
ら
は
国
保
事
業
と
す
る
国
民
皆
年
金
制
度
を

の
運
営
を
益
々
適
正
合
理
化
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
昨
年

す
る
た
め
保
健
婦
一
名
を
増
度
の
実
績
を
見
ま
す
と
、
本

員
し
健
康
指
導
に
当
ら
せ
、
制
度
、の
柱
と
も
い
わ
れ
る
保

早
期
治
療
に
よ
り
療
養
給
付
険
料
の
検
認
率
は
九
十
九
、

の
節
減
に
努
力
し
ま
す
。
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
被
保
険
者

ま
た
、
へ
き
地
の
診
療
を
適
用
率
八
十
七
、
六
。
ハ

1
セ

よ
り
良
く
す
る
た
め
、
特
別
ン
ト
で
か
な
り
の
成
績
を
収

め
て
い
ま
す
が
、
本
年
度
も

検
認
に
、
未
適
用
者
の
加
入

促
進
に
一
層
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

d

d
パ
ー

消
防
庁
舎
西
三
城
に
完
成

消
防
関
係

防
災
セ
ン
タ
ー
と
し
て
果
す

役
割
は
大
い
に
期
待
で
き
ま

す。

昨
年
、
消
防
組
織
法
に
よ

る
消
防
本
部
と
消
防
署
を
設

置
し
、
二
十
七
名
の
職
員
と

消
防
ポ
ン
プ
一
台
で
発
足
し

初
期
消
火
を
は
か
る
た
め
、

十
二
月
水
そ
う
付
ポ
ン
プ
自

動
車
を
配
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
施
設
の
整
備
強
化
と

消
防
の
使
命
で
あ
る
火
災
予

防
の
徹
底
を
は
か
る
た
め
、

本
年
四
月
か
ら
職
員
十
名
を

増
員
し
て
、
負
荷
さ
れ
た
任

務
の
完
全
な
る
遂
行
に
よ
っ

て
防
災
の
完
壁
を
期
す
る
よ

う
努
力
し
ま
す
。
消
防
の
施

設
で
基
準
に
達
し
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
起
債
や
補
助

事
業
と
し
て
申
請
し
決
定
し

だ
い
充
実
強
化
し
て
行
き
ま

す
。
四
十
年
度
か
ら
の
継
続

事
業
と
し
て
行
な
っ
て
い
る

消
防
庁
舎
の
建
設
も
本
年
九

月
末
に
は
完
成
し
ま
す
の
で

職
員
の
増
強
や
諸
施
設
の
整

備
充
実
と
相
ま
っ
て
本
市
の

d

d
パ
V

窓
口
サ
!
ビ

を
徹
底

一一一一一一一一

市

民

関

係

地
方
行
政
の
近
代
化
と
住

民
千
ノ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
的

と
し
た
窓
口
事
務
改
善
も
三

年
目
を
迎
え
、
住
民
基
本
台

帳
で
ふ
る
住
民
票
、
戸
籍
住

民
票
、
謄
抄
本
、
印
鑑
証
明

そ
の
他
各
種
証
明
な
ど
の
事

務
処
理
の
適
正
と
迅
速
化
を

は
か
り
ま
す
。
本
年
度
は
、

国
保
カ

i
ド
、
年
金
カ

l
ド

清
掃
カ

I
ド
を
調
製
統
合
し

第
二
次
事
務
改
善
を
計
画
し

て
い
ま
す
。
戸
籍
に
つ
い
て

も
戸
籍
専
用
タ
イ
プ
を
購
入

し
、
ま
た
使
用
度
の
多
い
戸

籍
三
千
余
の
再
製
を
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
住
民
登

録
も
、
地
方
行
政
の
基
盤
と

な
る
住
民
の
実
態
を
適
確
に

把
握
す
る
た
め
実
態
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
外
国
人
登
録

に
つ
い
て
も
新
た
に
協
定
永

住
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
い

ま
す
。

寸

寸

寸

患
者
サ
ー
ビ
ス

ス

を
向
上

一一一一一一一一

病
院
関
係

病
院
事
業
で
は
、
患
者
サ

ー
ビ
ス
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て

設
備
の
改
善
、
医
療
要
員
の

確
保
な
ど
に
努
力
し
、
経
営

の
安
定
に
つ
と
め
ま
す
。
特

に
本
年
度
は
、
医
療
器
具
等

の
充
実
を
は
か
り
市
民
の
医

療
需
要
に
万
全
の
努
力
を
い

た
し
ま
す
c

パ

-
d
d

水
圧
低
下
解
消

に
努
力

↑一一一一一一一

水
道
関
係

水
道
事
業
で
は
、
老
朽
配

水
管
に
よ
る
水
圧
低
下
を
な

く
し
、
市
の
周
辺
地
区
の
配

水
管
の
整
備
乞
行
な
い
、
十

万
都
市
の
実
現
に
対
処
し
て

い
つ
い
か
な
る
場
所
に
も
豊

富
な
浄
水
を
給
水
で
き
る
よ

う
に
い
た
し
ま
す
。

d

d
パー

防
波
堤
を
建
設
し
エ
ン
ジ
ン
も
更
新

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
関
係

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事

業
は
、
一
日
平
均
売
り
上
げ

を
八
百
四
十
万
円
を
予
定
し

そ
の
益
金
か
ら
一
般
会
計
へ

七
千
七
百
万
円
、
市
立
病
院

会
計
へ
三
百
二
十
五
万
円
の

繰
出
し
を
予
定
し
て
い
ま
す

施
設
改
善
で
は
、
防
波
堤
を

昭
和
四
十
年
と
四
十
一
年
の

一
一
カ
年
継
続
事
業
と
し
て
西

側
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
を
完

成
さ
せ
、
第
二
期
工
事
と
し

て
北
側
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル

を
本
年
度
内
に
着
工
し
'ま
す

ま
た
新
ら
し
く
ヤ
マ
ト
六
十

五
型
ヱ
シ
ジ
シ
五
十
基
を
購

入
し
、
ス
リ
ル
と
ス
ピ
ー
ド

感
に
新
鮮
味
を
加
え
ま
す
。

「
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口
口
口

駅
前
ア
パ
ー
ト
入
居
者
募
集

口
口
口

り

市
営
駅
前
ア
パ
ー
ト
(
第

二
種
中
層
耐
火
構
造
三
、
四

階
建
)
が
ま
も
な
く
で
き
あ

が
り
ま
す
の
で
入
居
者
を
つ

ぎ
の
要
領
で
公
募
し
ま
す
。

家
賃
三
千
二
百
円
で
間
ど
り

は
六
帖
と
四
、

五
帖
の

二
間

で
す
o

V
入
居
者
資
格

住
宅
に
困
っ
て
い
る
人
で

つ
ぎ
の
条
件
を
そ
な
え
て
い

る
人

州
市
内
に
住
所
か
勤
務
場
所

を
有
し
、
所
定
の
家
賃
、
敷

金
を
支
払
う
能
力
を
有
す
る

こ
と
。

例
入
居
を
希
望
す
る
者
(
同

居
親
族
の
収
入
も
合
算
す

る
)
の

四
十
年
四
月
か
ら
四

~3 ) 

る
口

変
口

き
口

続手の険
口
保

口
災

口
労

保険料納入は 5月15日までー

労災保険法の改正により、

こと しの 4月から、保険料の

報告書と納付書の用紙は一連

複写式のものになり ました。

保険料の報告書は、銀行や郵

便局などに保険料を納付する

ときに、同時に窓口に提出し

てください。ただし、期限ま

でに保険料の納入ができない

ときは、報告書のみ監督署に

提出してく ださい。

十
一
年
三
月
ま
で
の
総
収
入

が
つ
ぎ
の
額
を
超
え
な
い

こ

と
。

入居資格収入基準額

扶養親族数年間総収入額:

0人 1， 330，000円 |

1人 !360，000円 i
2人 390，000円 1

1 3人 I 420，000円 J

4人 I 450，000円 !

人 480，000円 i

付
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
、

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
(

未
届
の
妻
を
含
む
)
が
あ
る

こ
と
。

マ
公
募
期
間

五
月
十
三
日
か
ら
五
月
二

十
日
ま
で

マ
申
込
場
所

市
民
課
ま
た
は
各
出
張
所

マ
抽
せ
ん
の
日
時
と
場
所

五
月
二
十
四
日
午
前
九
時

大
村
市
役
所
建
築
課

く
わ
し
い
こ
と
は
市
建
築
課

へ
問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

口
口
口

体
の
不
自
由
な
方
の

自
動
車
税
を
減
免

口
口
口

足
や
体
が
不
自
由
で
歩
行

が
困
難
で
あ
る
た
め
、
足
が

わ
り
と
し
て
使
用
し
て
い
る

自
動
車
ま
た
は
軽
自
動
車
(

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
)

の
う
ち
、
一
台
に
限

っ
て
自

動
車
ま
た
は
軽
自
動
車
の
税

金
が
減
免
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
事
業
用
は
除
外
さ
れ
ま

す
。
足
や
体
が
不
自
由
な
か

た
で
、
こ
れ
ら
の
車
両
を
所

有
し
み
ず
か
ら
運
転
し

て
お

ら
れ
る
か
た
は
次
に
よ
り
減

免
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

ム
受
付
場
所

軽
自
動
車
・
・
・
大
村
市
役
所

自
動
車
・
・
・諌
早
県
税
事
務
所

ム
持
参
す
る
も
の

①
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

車
両

②
運
転
免
許
証

' w竺ルー、

4 

③
身
体
障
害
者
手
帳

④
印
鑑

ム
期
限

五
月
二
十
五
日
ま

で
な
お
申
請
書
用
紙
は
市
役
所

課
税
課
に
あ
り
ま
す
。

市 マ込融らマ ママ
商な申を資二申利貸とび
工 お込 締枠十 込 率付 。設
水、所切に一期 限 備の 、② ①マ
産く り達 日間日度 資使納営保信企営続同び 市借
課わ商ましま 歩 額 金 途じ な証 用 業 しきー居内 入
かし工すたで五 二 でがてみ対保 者てー業舗に 申
商い会)場(月銭五 七運い 市 象証 い 年種を住込
工こ 議 合 た 十二十 七転る税業ー協 る以を有所 の
会と 所 はだ 日 厘万 。おもを種会 中上引しお資
議は ー 申しか 円 こよ の完をの 小 経 き 、 よ 格

、行楽シーズン 留守にするとき、 ! 
ちょっとひとこと i 
M おねがいします f/

… 、

縄返込、 M l 
=. ， ・…
♂~ 11汗し::1

t制品 4Aj : 
I-fdl「 -dJヘ !

/ - 'V"J';:ん1'¥;

中小企業振興資金をあっせん
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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